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南北関係の変化 と南北交流協力の 法的規制

三 村 光 弘 （財団法人環 日本海経済研究所）

は じめ に

　大 韓民 国 （以下、韓国）は、1948年の 建国以 来、

長年 にわた っ て 反共、反北 を国是と して きた 。 し

か し、「漢江 の奇跡」と も呼ば れ た 高度経済 成長

に より、朝鮮戦争の終わ っ た1953年に67ドル だ っ

た 1人 あた りGNP も、1980年 に は 1598 ドル 、オ

リ ン ピ ッ ク の 開か れ た 1988年には4268ドル に 達 し

た
1
。 こ の よ うな経 済成長 を背 景 に 、1980年代後

半よ り、朝鮮民主 主義人民共和国 （以下、朝鮮〉

を含む社会主義諸国 に 対する姿勢に 変化が 見られ

る よ うに なっ て きた。こ の ような変化は まず経済

面 で 起こ り、中華人民共和国 （以下、中国）や 旧

ソ 連、東欧諸国 との 貿易が行われ る よ うに なっ た

ほか、南北間で交易
2

（貿易）が行 わ れ る ように

な っ た。1990年に 1872万 ドル に過 ぎなか っ た南北

交易は 1999年に は 3 億3743万 ドル へ と、お よそ 18

倍に増加 して い る
3

。 また 、南北 の 人的交流 も政

府間の 接触、南北経済関係 の 深化 に とも な い 増 加

し、1990 年に は 183 人 に 過 ぎなか っ た南 か ら北 へ

の訪問は 1999年に は 5599人、北か ら南 へ の 訪問は

62人とな っ て い る4
。

　2000年 6 月 の 南北 首脳会談以降、南北朝鮮 間 の

交流 は南北政府間 に お い て非常に活発 に な り、援

助 を含 む南北 交易額は そ れ 以 前 の 約 2 倍 と な っ

た。また、民間の委託加工 貿易 も盛ん に な りつ つ

あ る。南北 交流協力 の 強化 は、金大中、盧武鉉政

権を通 じて 、韓国政府の基本的政策と な っ てお り、

韓国に お け る対朝鮮 観は大 き く変 化 した とい え

る 。

　南北 関係 が ダイ ナ ミ ッ クな変化 を遂 げ て い る

中、韓 国 の 南北関係 を規定する法律は どの ような

変化 を遂げ て きた の だろ うか。本稿で は、韓国に

おけ る南北 関係の 変化を概観 しつ つ 、こ れ まで の

南北 関係に 関連する法規とそ の 内容を紹介し、同

時に社会の 変化 と法令の 規 定の 乖離、法令 の 改正

へ の 動 きに つ い て 、国会 に 提 出された法案や そ の

審議資料を通 じて 論 じる 。

第 1章　韓国にお け る南北交流協力の 経緯

1．建国か ら 「7 ・4共同声明」まで （1948〜

　　1972）

　 1948年の 建国以 来、韓 国 は 反共、反北 を国是 と

し、朝鮮戦争後、朝鮮 との 交流 は 政府間、民間を

通 じ ほ と ん ど な か っ た 。 1970年代 まで の 主要な南

北 の 接触 と し て は、朝鮮戦争休 戦直後 の 1953年12

月 か ら1954年 3 月 に かけて 休戦協定に 基 づ き設置

され た 「失郷民 間帰郷協調委員会」、1957年の 赤十

字 を通 じた 離散家族 の 安否確認、1962年〜63年の

東京オ リ ン ピ ッ ク単
一

チ ーム 構成の た め の 体育関

係者会談、1971年 8 月か ら 1973年 7 月まで 7 回 に

わた っ て 、 離散家族関連の 話題 を中心 に して 行わ

れ た南北赤十字会談などをあげる こ とが で きる 。

キ ーワ ー ド ：

南北 朝鮮、南北関係、法的規制 、 恣意的権力行使、関与政策
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2．「7 ・4共同声明」か ら 「南北高位級会談」

　　まで （1972〜1991）

　 1972年 に南北 政府 間 で の 秘密接触が あ り
・）、そ

の 結果 1972年 7 月 4 日 に 「7 ・4 南北 共同声明」

が発表された。こ の声明は、統
．一・

問題に つ い て外

国勢力に 依存 また は干渉を受 けず 白主 的に解決

し、お 互 い に対する武力行使を行わず平和的方法

で統一
を実現 し、イデ オ ロ ギ

ーと 理念、制度の 差

を超え、まず
一

つ の 民族 として 民族 の 大団結 を図

らなければな らな い とい う認識 の もと、「自主 ・

平和 ・民族大 団結の ため の統
・一
の 三大原則」 を公

式的 に表明した
6。こ の 南 北共同声明は、分 断以

来初の 南北朝鮮政府の 合 意 に よ っ て発表された最

初 の 共同声明で ある
7

。

　 そ の 後、具体 的な交流協力事業の な い まま、

1980年 に は北側 か ら南北総 理会談 の 提 案があ り、

実務接触が 10回行わ れ た が 、北側 が 突然接触 を断

ち、南北総 理 会談は 行わ れ な か っ た。1984年 4 月

か ら 5 月 に か けて 、ロ サ ン ゼ ル ス オ リ ン ピ ッ ク で

の 南北単一チ ーム の 結成に 関連する 「南北体育会

談 」が 3 回 に わ た っ て 行 わ れ た が 、決裂 し た 。

1984年 9 月 に は 韓国 で の 水害被害者の た め に朝鮮

赤十字会が米、布地、セ メ ン ト、医薬品等 の 支援

を行うこ とを表明した 。 こ の 問題に関して、 9 月

18日、板門店で 南北赤十字実務接触が行われ、救

援物資が 北か ら南に 送ら れた 。 10月12日 に は、南

か ら北 に 、 南北間の 交易 と経済協力を推進する た

め の 常設機構 の 設置を提議する書簡が 送ら れ 、 北

が応 じた た め 、 11月15日か ら1985年11月20日 に か

けて 5 回 にわた っ て 南北経済会談が行わ れ た が 、

こ れ とい っ た成果はなか っ た 。

　1985年 5 月 に 南北赤十字会談が行われ、故郷 訪

問団と芸術公演団の 問題 を協議す るため の 実務接

触が、ソ ウ ル で 2 回 に わた っ て 開催 された 。 こ の

結果、1985年 9 月に南北離散家族 の故郷訪問及 び

芸術公演団の 同時交換訪問が 行われた。1985年 10

月か ら87年 7 月 に か け て 、 ソ ウ ル オ リ ン ピ ッ ク の
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開催に つ い て の 南北 の 意見の 差異か ら、国際 オリ

ン ピ ッ ク委員会 （10C ） の 仲 裁 の もと南北 の体育

会談が行 われたが、決裂 した 。

　 1988年 2 月 に就任 した韓国の 盧 泰愚大統領は 、

7 月 に 「民族 自尊と統
一

繁栄の た め の 特別宣言」

を発表 した 。 こ こ で は 「政治家、経済人、言論人、

宗教入、文化芸術人、体育人、学者及 び 学生等南

北 同胞 間の 総合交流 を積極的 に推進 し、海外 同胞

が 自由 に南北 を往来 する よ うに門戸 を開放 する。」

「南北 間交易 の 門戸 を開 き、南北 問交易 を民族 内

部 の 交易とみなす。」 「歯北す べ て の 同胞の 生活の

質を向上 させ る こ とが で き る よう、民族経済 の 均

衡的発展が実現 され る こ とを希望 し、非軍事的物

資に対して わが友邦が北朝鮮と交易を行 うこ とに

対して 反対しな い 。」「朝鮮半島の 平和を定着させ

る条件を作る た め に 北朝鮮が米国、日本等、わ が

友邦 との 関係 を改善す る こ とに 対 して協力す る 用

意 が あ り、わ れ われ は ソ 連、中国 をは じ め とす る

社会 主義国家 との 関係改善 を行 っ て い く。」等、

南北 を敵と し て だけ で は な く、民族共同体の パ ー

トナ ーと し て の認識 を示 した。

　1988年11月、北 は 南 に 対 して 南 は 北 に 対 して 、

副総 理 レ ベ ル を団長 とする 南 北 高官 レ ベ ル の 政

治 ・軍事会談を提議 し た 。 こ れ に対 し、南は南北

関係 の 改 善に関す る 問題 を包括 的 に 扱 うた め の 南

北高位当局者会談 を提議 し、こ れ に 北が 同意 し、

1989年2月に予備会談が開催され た 。 そ の 後、数

多 くの 実務接触が行 われ、1990年 9 月 に 南北高位

級会談の 第1回本会議が行 われ、1992年 9 月 まで

の 間に 8 回 の 高位級 会談が行われ た
8

。 こ の 高位

級会談の 結果、「南北間 の 和解 と不可侵及び交

流
・協力に 関する合意書」（南北基本合意書）が

採択
・
署名され た 9

。

　 こ の ように南北政府間で の 会談が活発 に行わ れ

る中、 香港 な ど を経由 し た 間接貿易が 始 まり、

1989年 1 月には当時韓国最大の 財閥 で あっ た 現代

グル
ー

プの 創始者、鄭周永氏が訪朝す る な ど 、 経

済人の 交流 も行 われる ようにな っ た 。 また、1990
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年 8 月 に は 「南北交流協力 に 関す る 法律」 と 「南

北協力基金法」が制定され、民間に よ る南北経済

交流が制度化された。

3．「南北高位 級会談」か ら 「南北首脳会談」

　　まで （1991〜2000）

　南北 高位級会談が 終わ っ た 後 の 南北 交流協力

は 、新 しい 段 階 に 入 っ た 。 南北政府間の 事業がそ

れ ほ ど多 くはなか っ た反面、民 間企業 の 対朝鮮投

資や委託加工 交易 を含む南北交易 が増加 し、民間

レ ベ ル での 南北交流協力事業 が行 われるようにな

っ た。有力財 閥の 1 つ で あ っ た株式会社大宇が南

浦 で の 合弁事業 を統
一

省 に 申請 し、1992年10月 に

南 北協力事業を行 う事業者 として の 許可が下 り、

95年5月 に は南浦 で の シ ャ ッ 、カ バ ン、ジ ャ ケ ッ

トな どの 生産に対する事業申請が 下りた 。 1992年

か ら南北首脳会談が 開 か れ る 2000年 6 月まで に韓

国政府に出された直接投資の 申請は合計44件、金

額は 30億 ドル を超えた
lo

。 また 、委託加工交易 も

1992年に は搬出入あわ せ て 84万 ドル で あっ た もの

が 、1999 年に は 9962万 ドル に 増加をして い る
11

。

こ の よ うな事業の 伸展 に 伴い 、南北 間の 船舶 の 運

航が 1994年に 開始さ れ 、1994年に 97回、1999年に

は 1714回 の 往来が 南北間で 行われ た
12

。 1998年 6

月に は 、現代グ ル
ープの 鄭周永名誉会長が牛500

匹 を トラ ッ ク に 乗せ 板門店を通 り北側 を訪問し

た 。

　政府 レ ベ ル の 交流 を見る と、1994年 7 月 に は南

北 首脳会談が金泳 三 と金 日成 の 間 で 行 わ れ る 予定

で あ っ たが、金 日 成 の 死去 に よ り、こ の 会談 は 実

現 しなか っ た。1995年 8 月 に 朝鮮 は集中豪雨 に よ

っ て 大洪水 の 被害 を被 っ た こ とを報道 し、国連 に

対 して 緊急救援 の 要請 をした。韓 国政府は 1995年

9 月以後、政 府 レベ ル で WPF 、　 UNICEF な ど の

国際機構を通 じて 、北朝鮮 に 食糧 の 支援を 行 っ た 。

ま た 民 間 レベ ル で の 対北 支援 の た め、赤十字社 を

窓口 と して 北 の 同胞救援運動 を 行 っ た 。 1997年 3

月 に 韓 国政府 は、対北 攴援 の 品 目 と参加範囲 を 拡

大 し、民間レ ベ ル で の対北支援 を活発化させ た 。

　1998年 2 月に 誕生 した金大中政権は 、対北政策

に お い て 「太陽政策」を実行 し、民間経済交流 だ

けで は な く、韓国政 府の 政策 と して 、朝鮮 に対す

る 関与政策 をとっ た。そ の ひ とつ の 結実点 として、

2000年 6 月に行われた南北首脳 会談 と、 6 月 15日

の 「南北共同声明」 をあげる こ とが で きる。

4 、「南北首脳会談」以後 （2000−一現在）

　南北共同声明は南 北 の 関係 を「国の 統
一

問題を、

そ の 主 入で あるわが民族同士が、互 い に力 を合わ

せ て 自主的に解決する」主体 とへ と変化させ る と

とも に、南北は 「経済協力を通 じ て、民族経済を

均衡的に発展させ 、社会、文化、体育、保健、環

境など、諸般の 分野の 交流を活性化させ 、互 い の

信頼を固め て い く」関係で ある と規定 した 。 そ の

た め に 「当局間 の 対 話を開催」する こ とが規 定さ

れ て お り、2004年 6 月ま で の 問 に、南北閣僚級 会

議が合計 14回開催 された。そ の 他、経済協力 、道

路 ・鉄道連結、決 済問題、軍事当局者な ど各種 の

会談が さまざまな レ ベ ル で 行 われ、南北間 の 接触

は 日 常茶飯事 と化 して い る
13。

　分断 され て い た 京 義線、東海線鉄道 の 連 結が決

定 し、実際 に 軍事境 界線 の 両側 に あ っ た地雷原が

撤去 され、そ こ に 鉄 道と道路が建 設 され て い る。

北側 の 鉄道連結工事の 資材や 建設機械の 多くは南

側 か ら提供 され て お り、北側 出入 国事務所の 建 設

に関 して も、北が南 に 建設に対する協力を要請す

る な ど、南 北 政府間 の 協力関係 は、そ れ 以前 の 政

治的、象徴的な 内容だけ で な く、交流 協力に 関す

る個別具体的 な 問題 を協議 し、事業を 円滑 に進め

る 内容と な っ て い る。

第 2 章 現在の 南北交流協力に 関する法制度

1．南北関係 を規定する法制度

　反共、反北が国是 で あ っ た 時代、韓国 に は治安

維持 立 法 と して の 「反共 法」 （1961 年制定、1988

N 工工
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年廃 IL）が制定されて い た 。 1988年 7 月に盧泰愚

大統領が社会主義諸 国 との 関係 を持 つ こ とを宣言

したた め、「反 共法」は、1988年末 に 廃止 され、

朝鮮以外 の 社会主義国に対する 条項 をはず した

「国家保安法」（1988年制定）に 改編さ れ た 。 そ の

後国家保安法は何度か の 改正 を経て 、 現存 して い

る 。 韓国 で 南北 関係を規定す る の は 、（1）憲法、

（2）国家保安法、（3）南北交流協力に 関する 法律、

（4）南北協力基金法 の 4 つ で あ る。そ の 他、「ア ジ

ア 民族反共連盟」の 後身 で あ る 「韓 国 自由総連盟」

に 関する法律「韓国自由総連盟育成 に 関す る 法律」

や 「北朝鮮 離脱住民 の 保護及 び 定着支援 に 関す る

法律」が 存在する が 、現 在の 南 北 関係 の 進展 に 関

する議論に は直接関係が な い の で 、割愛する。

2 ．現在の南北交流協力に関する法制度の内容

（1 ）大韓民国憲法

　韓国憲法は まず、前文 で 「…祖国 の 民 主 改 革 と

平和的統
一

の 使命に 立脚 して 、正義、人道及 び 同

胞愛に よ り民族の 団結を強固 に し、

…」 と統
一

に

関 してふ れて い る 。 韓 国に と っ て 、 統一は民族的

な課題であ り、 朝鮮 は軍事境界線をは さん で 向か

い 合 う 「敵」と して の 側面を持ちつ つ も、
い ずれ

統
一

す る 「同胞」 と して の 位置づ け もなされ て い

る の で ある 。

　第 3条で は 「大韓民 国 の 領土 は朝鮮半島とそ の

付属島嶼とする」 と規 定されて い る 。 北 は韓国 の

領土 の
一

部で あ り、韓国 の 主権が及び、それ に反

対する どの よ うな政府の存在も否定する とい うの

が 韓国憲法の 建前で ある。それ ゆ え、韓 国憲 法は

朝鮮半島全体に 適用 され る 憲法 として 構 成 され て

い る
14e

　第 4 条で は 「大韓民国は統
一

を指向 し、自由民

主的基本秩序 に 立脚 した平和的統
一

政策を樹 立

し、 こ れ を推進する」 と規定され て い る。こ の 条

文 は い わゆる平和統一条項であ り、 韓国憲法で は 、

統
一

は平和的 にか つ 、 自由民主 的基本秩序に そっ

て 行うこ とが憲法．ヒ要請 され て い る の で あ る
15

。
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前文の 精神 とあわ せ 、南北交流協力 の 基礎 となる

条項 である とい える。

　憲法規定 に おけ る南北関係に 関する条項は、非

常に抽象的な表現で ある が、平和的統
一

と自由民

主的基 本秩序がそ の キー
ワ
ードで ある とい える 。

（2 ）国家保安法

　国家保安法は、反共、反北 が 国是であ っ た 1960

年代 に制定され た 治安維持立法で あ る 「反共法」

か ら、朝鮮以外の 社 会主義国 に 関す る条項 を削除

して 再編 された法律 で あ る。1991年 に 基本的人権

の 尊重 との 調和 を計る た め に 改正 が 行 わ れ た が 、

そ の 基 本的な性格 は変化 して い な い 。

　 こ の 法律の 目的 は 「国家 の 安全 を危 うくす る 反

国家活動を規制する こ とに よ り国家の安全 と国民

の 生存及 び 自由を確保する こ と」 （第 1条第 1 項）

で あ る 。 1991年に 「こ の 法律 を解釈適用 する場合

に は 、 第 1 項 の 目的達成の た め に 必 要 な最小限 度

に 止 め なけれ ば な らず、こ れ を拡大解釈 し、又 は

憲法上保障された 国民の 基本的人権を不当に制限

する こ とが あっ て はならな い 。」 と の 条文 が第 1

条第 2 項に 追加され た 。

　 こ の 法律 の 目的となっ て い る 「反国家活動」を

行うと さ れ る 「反国家団体」の 定義は 「政府を僭

称し、又は国家 を変乱す る こ と を目的 とす る 国内

外 の 結社又は集団で あ っ て 指揮統率体制 を備 えた

団体」 となっ て い る 。 法律に は明確に記 され て い

る わけ で は ない が 、 具体的に は 「朝鮮民主主義人

民共和 国」 と 「在日本 朝鮮 人総聯合会」で ある 。

こ の 法律 で 処 罰対象 と な っ て い る の は 、 （1）反国

家団体 の 構成 、 それ へ の加入 、 （2）反国家団体の

目的遂行 の た め の 行為 、 （3）反 国家団体又は そ の

構成員又はそ の 指令 を受け た 者へ の支援、（5）便

宜供与 、（6）不告知、 （7）反 国家団体の 支配下 にあ

る地域 か ら潜入又 はそ の 地域へ の脱出、 （8）反国

家団体の構成員又はそ の指令を受けた者と会合 ・

通信そ の 他 の 方法で の 連絡、（9）文 書 ・図画そ の

他の 表現物の 製作 ・輸入 ・複写 ・所持 ・運搬 ・頒
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布 ・販売又 は取得 、 （10）反国家団体又 はそ の 構 成

員又はそ の 指令を受けた者 の 活動 を讃揚 ・鼓舞 ・

宣伝 又 は こ れに 同調す る行為等 で あ る
16

。 戦前戦

中 の 日 本 の 治安維持法に そ の ル ーツ がある と言わ

れ る法律で あ る。

　国家保安法の 規定を見れ ば 、 南か ら 北 に行くこ

とは もち ろ ん の こ と 、 北 の住民 と の 通信 、 接触だ

けで な く、朝鮮総連に属 して い る在日の 人 々 との

通信、接触まで が禁止 され る 。 こ の 法律 はきわめ

て治安維持色の 強 い 法律で あ り、悪法 との 批判 も

多い が 、廃止する と朝鮮労働党 をはじめ、北の影

響 を受けた活動を規制する法的根拠が な くなる こ

とか ら、盧武鉉政権の 韓国で も依然存在 して い

る
17。ただ し、金大中政権の 発足後に は同法は ほ

とん ど機能 して お らず、【図 11 に 見 られ る よう

に、大法院に おける判決数 も減少して お り、その

法的な影響力は年々低下 して い る。

〔3 ）南北交流及び協力に関す る法律

　 「南北 交流及び協力 に関す る法律」は、南北間

の 相互交流及 び協力 を促進する ため に 必要な事項

を規定する こ とを 目的 に 1990年 8 月 1 日に 制定 さ

れ た 。 こ の 法律で は、第 2 条に定義条項があ り、

韓国政府が南北交流協力に関して使用 して い る 主

要な用語が 定義され て い る 。 憲法規定上 の 問題か

ら朝鮮を外国扱 い するわ けには い かな い が、実質

上 は外国 と同 じ扱 い をす るため、特殊な用語法 を

用 い て い る 。

　 まず、一．一
般的 に 出入 国 を行 う空港、港 な どは

「出入場所」 として定義され て い る 。 「国」とい う

文字 は使 わない 。また、南北間の貿易は、貿易と

い う言葉に外国との 取引とい う意味が含まれる こ

と か ら、「交易」と呼ぶ 。また、韓国 と朝鮮間 の

物品の 輸出入 は、それぞれ 「搬 出」・「搬入」 とさ

れる。また、「協力事業」 とは、「韓国及 び北朝鮮

の 住 民 （法 人 ・団体 を含 む。）が共同 で 行 う文

化 ・体育 ・学術 ・経済等に 関する 諸般の 活動」 を

い う。つ ま り、南北間で行われ る営利、非営利 の

ほ とん どの 事業が 「協力事業」とな る 。

　 こ の法律の 第 3 条に は 「韓国及 び 北朝鮮との 往

来 ・交易 ・協力事業及 び通信役務の 提供等南北交

流及 び協力を目的 とする行為に 関 して は、正 当 で
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（出所 〉韓 国大 法院総 合法律検索 デー
タ ベ ー

ス ［http；〃glaw．scourt ．go．krtglistlegal＿c1SearchFrame ．jsp］
　　　に て筆者 が 参照条 文 を 「国家保 安法 」に して検 索 を行 っ た結果 か ら抜粋 。

　　　　 図1　 大法院と憲法裁判所 にお け る国家保安法に関する判決件数
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ある と認め られ る範囲内にお い て他 の 法律に優 先

して こ の 法律 を適用す る」との 規定があ る 。 こ れ

は国家保安法 を念頭 に 置 い た規 定 で あ る 。 つ ま り、

現在の韓国で は、朝鮮 との往来、貿易、経済 ・文

化交流などは国家保安法で禁止 され て お り、 南北

交流及び協力に関する法律に定め られ た 内容の場

合にお い て の み 、 こ の 法律が適用 され 、 許容 と い

うこ とになる 。 すなわち、経済 的な目的で朝鮮 を

訪 問す る場 合 に は、南北交流及 び協力 に 関す る法

律が適用 され る可能性が高 い が、政治的な 目的 で

朝鮮を訪問する場合に は、国家保安法が適用 され

る こ と に なる 。

　南北交流及 び協力に関する法律で は、南北 間の

往 来や貿易 に関 して 、さま ざまな許可制 度18
が規

定 され て きた。例 えば、南北間 の 往 来は許可制で、

統
一

省長官が発給 した証明書を所持す る義務があ

る
19。北 の住民等と会合 ・通信そ の 他 の 方法で 接

触する こ とも2005年 5 月31 日 の 改正 まで 許可 制

で 、統一部長官 の 承認が必要で あっ たが 、現在は

事前の 届 出制で ある
20

。 通信で の 接触 と は、手紙、

電話、電子 メ ール な どを含む 。 南北 間の 貿易 に 関

して は、まず交易 当事者となる資格が規定され て

い る。こ れは外国貿易 を行 うこ とが で き る者とい

うこ とに な っ て お り、「国家機 関 ・地 方 自治 団

体 ・
政府投資機関

・「対外貿易法」に よ る貿易業

を 行 う者又 は統一
部長官が協議会の議決を経て 必

要 と認 定 し た もの 」で あ る。ま た 、南北 の 住民

（法 人 ・団体を 含む）が 共同 で 行う文化 ・体育 ・

学術 ・経済等に 関す る 諸般の 活動を協力事業とい

うが、こ の ような事業を行 うた め に は、統一省長

官の 承認を得て協力事業 を行 う資格 を得 なけれ ば

ならない
。 また、資格 を得た もの が協力事業を行

うときは 、 毎事業 ご と に統
一
部長官の 承認が必要

であ る 。 こ の よ うに南北 間の事業はすべ て 国家の

許可を必要 とする内容となっ て い る 。
こ こ 数年間

は、南北 間の さまざまな事業が活発に な っ て お り、

運 用 もかな り緩やかに なっ て い る よ うだが、基本

南北 関係の 変化 と南 北 交流 協 力 の 法 的規 制　29

的 な法的枠組みは 1990年以来、2005年 5 月31日 の

改正 まで
・
度 も変わ らなか っ た 。

（4 ）南北協力基金法

　南北 協力基金法 は 「南北交流協力 に関す る法 に

基づ く南北 間の 相互協力及 び交流を支援す るため

に南北協力基金を設置 し、そ の 運用 ・管理 に 関 し

て必要 な事項 を定め るため」 に 1990年 8 月 1 日 に

設置 された 。 こ の 南北協力基金は、民間へ の 支援

も行 うが、韓国政府の 対北事業推進 の 唯
・
の 財源

ともな っ て い る。

　こ の 南北協力基金 の 財源は政府出捐金等の 出捐

金 と、長期借入金、債券の 発行で 調達 された資金

等21
であ り、2004年 の 資金計画 を見 る と、政府 出

捐 （15．8％）、民 間 出捐 （0．05％）、国債 借 用

（31．7％）、運用收益 （1．5％）等とな っ て い る。

　こ の 基金 の 管理 は統
一

省長官 （大臣〉が運営、

管理 を行う　（第 7 条第 1 項）。運 営 ・管理 に 関す

る事務は 金融機関に 委託で き （第 7 条第 2 項）、

基金の 運営 ・管理 に 関する基本政策、基金運用計

画、決算報告事項等 の 重要事項に対し て は、南北

交流協力推進委員会 の 審議を受け る （第 7 条第 4

項）。 したが っ て 、交流協力推進協議会 ＝＝審議機

闕、統
一

省 ＝運用主体 、韓 国輸出入銀行 ＝委託管

理者 とい う関係 とな っ て い る 。

　基金 の 使途 として は、南北 間の 諸般 の 交流 と協

力事業に 必要な経費の 支援及 び融資等に 使用 され

る が 、2004年の 資金 計画を見 る と、鉄道連結 に伴

う北側へ の 借款や 援助 な どの 「民族共同体回復支

援」が 半分以 上を占め 、交易や 経済協力 に 対す る

貸出 が 約 5 ％ 、こ れ ま で の借入 金 に 対す る 利子 の

支払 い が約 28％ と な っ て い る
22。2004年度の 資金

計画 で 最 も大 きな支 出 と な っ て い る 「民族共同体

の 回復」 （第 8 条第 5 号） に 対 す る 資 金 支 援は、

そ の 内容が非常に 広 汎 で あ る こ とか ら、政府の 対

北政策を支え る資金源とな っ て い る 。

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Association for Northeast Asia Ragional Studies

NII-Electronic Library Service

The 　Assooiation 　for 　Northeast 　Asia 　Ragional 　Studies

30　南北 関係の 変化 と南北交流協力の 法的規制

表 1　 2004 年度の 南北協力基金資金調達お よび運用計画

基　金 　調 達 基　金　運 営

内　　　訳 金 　額 構成比 内　　　訳 金　額 構成比

政府出捐金 171，40015 ，837％ 基金支援 649，65460 ．026％

うち住 民 往 来 支 援 5，0000 ．462％

民 間 出捐金 5000 ，046％ う ち社会文化協力事業支援 7，5000 ．693％

うち交易 ・経済協力事業資金貸出 45ρ004 ．158％

公共資金管理基金受入金 344，01431 ，786％ うち交易
・経済協力事業損失補助 2，5000 ．231％

うち 民族共同体回復支援（貸出〉 296，28527 ．376％
公共資金管理基金委託金回収 40，0003 ．696 ％ う ち 民族共同体回復支援（無償） 290，86926 ，875％

うち 金融機関支援 2，5000 ．231％

運 用 収益 16
，
752t548 ％

基金運用費 t2030 ．111％

その 他 の 収益金 14，9891 ．385％

公 共資金管理基金受入金償還 310，00028 ．643％
前期繰越金 494，63345 ．703 ％

公共資金管理 基金受 入 金利子 89」00a233 ％

資金 運用 32，3312 ，987％

合　　計 1，082，288100 ．000 ％ 合　 計 1，082，288100 ．000％

（出 所 ）（韓国 ）統一省 「南 北協 力基 金統計 」2004 ．4、1 ペ
ージの デー

タ よ り作成

［http：〃www ．unikorea ．go．krfdata！kbnO2041000341〆attachfkbnO204 ＿341A，pdf］

第 3 章　南北関係の変化と法制度の 改正議論

1 ．現行法の 改正 に つ い て の議論

（1 ）「南北 交流及び協力 に関す る法律」

　南北交流及び協力 に 関す る法律に対する改正 議

論 として は、まず 2000年10月 に韓国国会に提出さ

れ た「南北交流協力 に 関する法律中改正 法律案」23

があ る。こ の 改正案は 南 北 間で の 往来、交易 、協

力事業 を促 進す る ため に、許 可 制と な っ て い る 北

の 住民 との 接触 を届出制に転換 し、イ ン ター
ネ ッ

トを利用 した北 と の交易事業を支援する た め に、

北 の住民 との接触方法に イ ン ター
ネ ッ ト等、情報

通信の方法を含め る内容の 改正 議 論 で ある 。 また、

貿易業を届 け出 た 者 は す べ て 交易当事者に な る こ

と が で きる よ う、事 前指定制 を廃止する、WTO

に お い て 南北交流が国家間 の 取引 で あ る とされ る

場 合 に 備 え て 、南北聞 の 取引を国家間の 取引で は

ない 、民俗内部の 取引 とみ な す規定を新設す る、

接触届出違反時の 罰則 を 現行の 接触 許可違反 よ り

も軽 くする な どの 内容 を 持 っ て い た 。 こ の 法案は

李昌馥議員 ほ か 55名が 提出 し、統
一
外交通商委員

会に 係留 し た が 、委員会 と して の 検討案が 出 る こ

と は なく、2004年 5 月 の 任期切 れ で 廃案 とな っ た 。

　次 に提 出され た 改正案として は、2000年12月19

日に 法案 と して 提 出された 「南北交流協力に関す

る 法律中改正法律案」24で あ る 。 こ の 改正 案は曹

雄 奎議員他 132 名 の 発案で提出 さ れ た 。 現行法を

「南北交流 協力促進及び支援に 関する法律」に 改

称 し、南北交流協力及び支援 の 安定的で 効率的な

促進 を通 じた民族共同体の形成 ・発展 に寄与す る

こ とを目的とする よ うに 変更 し、 協力事業の 主体

を民間だけで な く、 南北 の 当局にまで 広 げ、現実

化を図る こ とを 目的 と した 法案 であ る 。 そ の 他 、

南北交流協力お よ び支援が韓国 の 安全保障 の 基盤

作 り、北側の 住民の 生活向上 及 び 北側 の 相応 の 変
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化をつ なげ て 推 進す る こ と基 本原則 に す る こ と、

統一省長官は 会計年度開始 90日前 まで に、南北交

流協力お よ び 北 の 支援事業計画を国会 に提出 して

審議 を受け る こ と、国家 や 地方 自治体等が支給 や

補助する事業、国際 コ ン ソ シ ア ム を形成 して 推進

す る事業 、 先端技術移転や戦略物資の搬出入 をと

もな う事業、金額 の 大 きい 事業等は事業開始60日

前まで に 国会 の 合意 を得る こ と、統一省長官が 南

北交流協力 ・支援事業等 の 結果を四半期別 に 国会

に報告、前年度の 事業に対する 白書を国会 に提出

する こ となどを義務づ ける法改正 を目指した。

　こ の改正案は 、 南北関係に お ける国家の 関与に

つ い て 、 法的な根拠 を作る とい う試み が なされた

点で 、 現実的な内容を含ん で い る とい え る。政府

の 対北事業に対する 国会の監督権を強化 し よ うと

す る点 は、金大中政権の 政策に対 して批判 的な野

党、ハ ン ナ ラ 党 の 議員たちによる議案で あっ た た

め で ある 。 こ の 改正 案も、統
一

外交通商委員会に

係属 したが、任期切 れ で 廃案 とな っ た 。

　2001年ll月に は 「南北交流協力に関す る法律 中

改正 法律案」
25

が 金學元議員 ら22名の 連 名 で 提 出

された。こ の 法律案は、南北交流協力推進協議会

の委員を公務員か らの み で はな く、国会 の 議席に

応 じた国会議員IO名 と、公務員 4 名とし、協力交

流事業の承認権が南北交流協力推進協議会 に あ る

こ とを明確に し 、 協力事業者を統
一

省長官が指定

す る と きに は 、 関連省庁の長官と協議す る こ とを

義務づ けるなど、政 府の 行為に対する 国会の コ ン

トロ ール を重視 した内容 とな っ てい る 。 こ の 法律

案は、自由民主連合 の 議員 による発議 であ る が 、

保守政党 に よる金大 中政権 の 金剛 山観光事業な ど

に対する 助成な ど、対北事業 に対す る批判 がそ の

根本に あ る法案で あ るとい える 。

　そ の後、2003年 5 月29日には 「南北交流協力に

関す る法律中改正法律案」
26
が 曹 雄奎議員らll4名

の 連名で提出された 。 こ の 改正案は、政治的 目的

で は ない 、交流協力の範囲内 の イ ン タ
ー

ネ ッ トに

よる 対北接触、つ まり電子メ ー
ル や ホ ーム ペ ージ

南北 関係 の 変 化 と南 北 交流 協力の 法 的規 制　31

の 閲覧、チ ャ ッ トに つ い て 、事前許可制を廃止す

る とい う内容の もの で ある 。 こ の 法律案に 対する

外交通 商委員会の 検討 意見書27
で は、政治 的 目的

で あ る か どうか の 確 認 の 難 しさや、交流協力 の 範

囲 内か どうか を判定す る こ とを難 しい こ と、また

南北 関係 の 二 重性 （民族共 同体 の パ ートナ ーで あ

る とい う側面 と、軍事的敵対関係 を持 つ 関係 で あ

る こ と）な どか ら、慎重 を期すこ とが 必要で あ る

と記 され て い る 。 もち ろ ん、南北交流 協力 の 深化

の た め に、現行 法 の 柔軟な適用 を行うこ と に もふ

れ て い るが、イ ン ター
ネ ッ トを通 じた 北側 の 宣伝

物や 金 日成や金正 日の 著作 の 流入な ど が合法化 さ

れ る こ とを警戒 した もの と 考え ら れ る28
。 こ の 法

律案はかな り広 汎 に 議論 され た が 、結 局可決 され

る こ とはなか っ た 。

　2003年ll月17日 に は、鄭範九議員ら19名の 提案

に よ る 「南北交流協力に 関する 法律中改正 法律

案」
29
が提案 され た 。 こ の 改正 案は、南北交流協

力推進協議会に 国会議員が 参加で きる よ うにする

とともに 、 南北 間の往来や対北接触 、 南北間で の

物 品 の 搬出入 に対 して 、 許可制をや め届出制を導

入する こ と 、 南北 間の協力事業を行 う場合に お い

て も、一
部届 出制を導入する こ とな どをそ の骨子

に して い る 。 こ の 法律改正案は 、 往来や接触を原

則 自由化する画期 的な内容 で あ っ た が 、 結局可決

され る こ とな く、任期切 れ で廃案となっ た 。

　そ の 後、2004年 6 月 18日
30

、 7 月 3 日
31

、 7 月15

日
32、 9 月10日

33、10月25日
34、11月 1 日

35、ll月

27 日
36

に多数の 改正 案が提案された 。 こ れ らの 議

案は 、 往来や接触の原則 自由化や イ ン タ
ー

ネ ッ ト

接触 に つ い て の完全 自由化、南北往 来 の 現状 に鑑

み た往来の 自由化、海外居住者 に 対す る届 出条件

の 緩和に関する海外居住者要件の 強化な どさ まざ

まな内容が含 まれ て い たが、結局 2005年 5 月 2日

に国会の 統一外交通商委員会委員長が こ れ らの 諸

議案をと りまとめ て 対案
37

と して 提示 したため 、

すべ て廃案となっ た 。 そ して、こ の 対案が2005年

5 月31日の 改正案 と な り、 「南北 交流協力に 関す

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Association for Northeast Asia Ragional Studies

NII-Electronic Library Service

The 　Assooiation 　for 　Northeast 　Asia 　Ragional 　Studies

32　 南北 関係 の 変 化 と 南北 交流 協力 の 法的規 制

る法律」 は制 定後 15年に して は じめ て 実質的 な改

正が行われた。

（2 ）「南北協力基金法」

　 南北 協力基金 法に 対す る 改正議論 と して は、

2000年12月19凵 に＿雄奎議員 ほ か 132名が 提案 した

「南北協力基金法中改正法律案」
38
をまずあげ る こ

とが で きる 。 こ の改正案は、南北協力基金 の 構成

に 関 して、会計年度が始ま る60日前までに国会の

同意を得る こ と を義務づ け、事業規模が 5億 ウ ォ

ン 以 ．ヒの 事業 に関 して は、そ の 開始 の 60日前 まで

に 国会 の 同意 を得る こ とを義務づ ける もの で あ

る。

　 こ の改正案は、南北協力基金 の 運用が、次官級

の 公務員より構成 され る南北交流協力推進協議会

で 決定され る ため 、政府 の 恣意的事業をチ ェ ッ ク

する こ とが で きない とい う点を改善す るため に提

出され た もの で あ る 。 もち ろ ん 、提 出 した の は、

金大中政権 の 対北 政策 に 批判 的な野党 で あ っ た。

こ の 改正案 は、専門委員会を通過 しなか っ た。

　もう一一一
つ の 改正案として は、2001年11月13日 に

金學元議員ら22名の提案で提出された 「南北協力

基金 法中改正法律案」
39
が あげられ る 。 こ の 改正

案は、統
一
部長官は 基金運用計画案を樹立 した後、

会計年度80日前ま で に 国会に提出 し、会計年度開

始 30日前まで に国会 の 議決 を経 なければな らな い

こ と、統一
部長官は 基金運用計画 の 主要項 目支 出

金額 の 10分 の 2以上 を超えて変更 し、または北 に

現物以外 の 現金等 を支援す るため に基金を使用 し

ようとす る場 合 に は、国会 の 議決 を得る必要が あ

る こ と、各四半期別、事業別に 10億 ウ ォ ン 以上 の

基金 を支出 しようとする場合に は、協議会 の 審議、

大統領の 承認等を経 て 、国会に報告しなければな

らない こ と、政府は基金 の 決算に 関 して 、国会 の

議決を得なければな らない こ とな どを主要 な内容

とし て い た 。 外交通商委員会の 検討報告書40
に よ

れば、透明性 を高める こ と に対 す る肯定 的評価が

あ る と同時に、対北事業の 特殊性か ら、柔軟性の

高 い 基金 運 用 が 必要で あ る こ と も指摘 さ れ て い

る。結局、こ の 2 つ の法律案は 両案とも期限切れ

で 廃案と な っ て い る 。

　そ の 後 、 2004年10月26日に南北協力基金 の 金剛

表2　国会統一外交通商委員会で 討議 された 「南北交流協力に関する法律」に対す る改正案一覧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（200515131現在）

番号 議　　案　　名 提 案 日 議 決 日 処 理 内 容

1 南北 交流 協 力 に 関 す る法 律 中 改正 法 律案 2000 ．10．162004 ．5．29 任期満了で 廃案

2 南北交流協力 に 関 す る法律中改正 法律案 2000 ．12．192004 ．530 任期満 了 で 廃 案

3 南北 交流 協 力 に関 す る法律中改正 法律案 2001 ．11．132004 ．5，31 任期満了で 廃案

4 南北交流 協力 に関 す る法律中改正 法律案 2003 ．5．62004 ．6．1 任期満了で 廃案

5 南 北 交 流 協 力 に 関 す る 法 律中改正 法 律案 2003 ，11．172004 ．6．2 任期満 了 で 廃 案

6 南北交流協力に 関 す る 法律中改正 法律案 2004 ．6．182005 ．5．3 対案提 出 に よ り廃 棄

7 南 北 交流協力に 関する 法律中改正 法律案 2004．7．32005 ．5．3 対案提出に よ り廃 棄

8 南 北 交流 協力に 関する法律中改正 法律案 2004．7．152005 ，5．3 対案提出に よ り廃棄

9 南 北 交流協力に 関する法律中改正 法律案 2004．9．102005 ，5．3 対案提出に よ り廃棄

10 南 北 交 流 協力に 関 す る 法律中改正 法律案 2004 ，10．252005 ，5．3 対案 提出に よ り廃棄

11 南北交流協力に 関す る 法律中改正 法律 案 2004 ．11．12005 ，5．3 対案 提 出 に よ り廃棄

12 南北交流協力に 関す る法律中改正法律案 2004 ．11．272005 ．5．3 対案 提 出 に よ り廃棄

13 南北交流協力に 関す る法律
一

部改正 法律案 （対案） 2005．5．22005 ．5．3 可決

（出所 ）韓国 国 会ホ ーム ペ ージ議 案検 索 （http：〃search ．assembly ．go．kr！bill〆） に て検 索 した結 果 に よる 。
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山観光等へ の 南側住民の 参加費に対する補助や 融

資を加 え る提案
41
が行われ た。また、2005年 2 月

24日 に は南北協力基金 の 南北鉄道連結 、 南北連結

観光等の後背地となる南側地域に も利用 で きるよ

うにす る提 案
42
が行 われた 。 しか し、こ れ らは内

容的 に それ ほど大 きな意 味があ る もの で はな い 。

2．新規立法 に対する議論

　新規立法に対する 議論 として は、2003年 4 月28

日 に林采正議員ほ か 36名が 提案 した 「南北関係発

展基本法案」
43
が ある 。 こ の法案は、南北関係は、

国家間の 関係で は な い 、統一を指向する 過程で 形

成され る特殊 な関係 であ り、北は どの ような場合

で も外国とはみな さず、政府は 自主 ・平和 ・民主

の 原則に お い て 祖国の 平和的統
一

を促進する た め

に朝鮮半島平和 の 増進、南北の 住民間の 同質性 回

復お よ び南北間の 諸般の 交流と協力を拡大する努

力義務がある とし、国会は 国民 の 権利 と義務に直

接関連す る事項を規定 し、または相互援助 ・安全

保障 ・統一
問題 に 関して 重要な事項 を規定する場

合お よ び 国家 と 国民 に重大な財政的負担を負わ せ

る 南 北 合意書 の 批准 に 対 して 同 意権を持 ち、南北

会談の 代表は統一部長官が 関係機関の 長 と協議し

て 国務総 理 を通 じ て 大統領に任命伺 い を行い 、大

統領が 任命 し、こ の 法律に よ ら な け れ ば、何人 も

政府を代表する等 の 行為を行え な くし、統一部長

官は民間 レベ ル で の 北 の 住 民 と の 協議 を行う場合

で も、そ の 協議事項が公共の 利益 に 密接な関連が

ある 重要な問題 で ある場合 に は 、協議 を行 う者 を

指揮 ・監督する こ とが で きるこ と を規定す る法律

を新設しようとする もの で あ る 。

　こ の 法律案に対する統
一

外交通商委員会の 意見

書
44

に よ れば 、 南北関係の進展に よ り、 現行法で

は対応で きな い 点が 出て きて い る こ とを認め なが

ら、こ の 法案 の 提案 の 意義を認 め て い る 。 た だ し、

南北 間 の 関係 に関 しては 、 憲法裁判所が と っ て い

る、憲法条項 の 解釈 によるべ きである とい う意見

を尊重すべ きで あ る と指摘 して い る
45

。 また、南

南 北 関係 の 変 化 と南北 交 流協 力の 法 的規 制　33

北関係に おける政府の役割に つ い て 規定する こ と

に 関 して も、 こ れ まで行政府 の み に よ っ て 担 われ

て きた 対北事業 を国民参加型 に変 えて い くとい う

意義を認め て い る
46

。 また、こ の 法案の制定 を通 じ

て 、対北 政策の推進過程が法の 枠の 中で行われ る

ように なる た め、政策の透明性や国民 的合意の 形

成に有利で ある との 総合判断が下 され て い る
47

。

3 ．議論の進行状況 とその 背景

　前述 した、法改正 や新規 立 法 に対す る 議論 の 中

で共通 して議論され て きた 背景 には、まず2000年

の 南北首脳会談以降 の 南北関係 の 深化 と質的変化

が存在す る。すなわ ち、民族共同体の パ ートナ ー

と、軍事的対立 の 相手方、とい う二 面性の うち、

前者 の 比重が増して きた こ とが あげられ る 。 そ し

て 、南北 閣僚級会談をは じ め とする各種政府間協

議 の 進展に伴う、政府の 関与 の 高まりに も係わ ら

ず、政府 の 行為を直接に 規制する法律が存在 して

い な い こ とが問題視 され て い る。1990年 に 制 定 さ

れた 「南北交流及び協力 に 関する法律」と 「南北

協力基金法」に は 、大規模な対北支援や 南北 の 政

府間協議 の 進展 が 予定 さ れ て い な い 。こ の こ とが、

逆 に韓国 政府が 法律 の 枠 に 縛 られ る こ とな く、対

北 政策 を進 め る こ とが で き る 原因 ともな っ て い

た。

　 また 、民間の 経済、文化、学術 など の 交流 も

2000年の 南北首脳 会談 を契機 と し て急増し た 。 以

前 の 韓国 で は、北 に 行 くこ と 自体が非常 に まれ で

あ っ た が、現在 で は それ ほ ど珍 し い こ と で は な く

な っ て きて い る 。 韓 国民 の 間で 、北 と の 距離 感が

縮 ま っ て きて い る こ と が、対北接触の 緩和 、特 に

イ ン ターネ ッ トを通 じた 接触 の 緩和 に つ い て の 要

望 を高め た と言える
48

。

　韓国政府の対北政策推進の 過程に お ける国会議

員 の 参加や 、 南北協力基金 の 使用に つ い て の 国会

の 同意の義務づ けなど に対する 要求は、与野党間

の 対北政策の 対 立 と も無関係で は な い
。 「太 陽政

策」 を とる金大中政権 、 引 き続 き関与政策をと る
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盧武鉉政権に対して 、歯止 め を必要とする との 考

え方は、対北政策、特に 対北援助に お い て よ り慎

重 で ある べ きである と考える 野 党に根強 い 。

一般

的に 、与野党 を通 じて 、朝鮮戦 争を知 る 世代 は、

北 に 対す る 慎重 な態度、すなわち北 との 関係の 二

重性 の うち の 敵対的性格 を よ り強 く感 じ る し、民

主化運動以 降の韓国を知る若 い 世代は、北 を 民族

共同体 の
一

員、すな わ ち同胞で あ る とい う面 を よ

り強 く感 じ る とい う。 こ の よ うな世代 間の 対 立 も、

韓国 に お け る 北 へ の 関与に 対す る 態度 の 差 を生 ん

で い る と い えよ う。

　2005年 5 月 の 改正 は、対北接触 の 許可制か ら事

前届 出制 へ の 移行 と南北相互 間の 訪問手続 の 簡略

化の 2点が主要な内容となっ た 。 前者は韓国の 国

民 に 国家安全保障や 公共の 福祉に 反 しない 限 り対

北接触の 自由を認め た改正 で あ り、 大きな意義を

もっ て い る 。 後者は南北交易や政府間の 接触、開

城工 業地区で の生産開始と い う南北 の 人的交流 の

拡大を受けた現実的な対応で ある 。 軍事分界線を

通勤 の ため に 越 え る 人が存在する こ とは 1990年の

立法時に は想像 しが たい こ とで あっ た 。 そ の 点で

は、こ の 改正 は南北間の 交流 ・協力の 趨勢を反映

しつ つ も、
い まだ韓国社会で保守層 を中心 に根深

い 朝鮮 へ の 警戒感 をも反映 して い る とい えるだ ろ

う。

お わ りに

一今後の南北交流協力 に 対す る法的規制 の方向性

　 こ れ まで 見 てきた ように、韓 国にお ける南北交

流協力 に対す る法的規 制 に 関す る議論は、まず

1990年 に制定 された南北関係 を規 定す る法律、す

なわち 「南北交流及 び協力 に 関す る法律」 と 「南

北協力基金法」が2000年の南北 首脳会談以後の 社

会状況 に 合 っ て い な い とい うと こ ろ か ら出発す

る 。

　南北交流協力に韓国政府が 深 く関与する よ うに

なっ た現在、政府の行為を法律の枠の中で 規定す

る こ との 必要性は、5一野党を問わず常識 とな っ て

きて い る ようで あ る。ただ し、い わ ゆ る 進歩的勢

力 とい われ る 人 々 （開 か れ た ウ リ党な ど）が 、南

北交流協力 の 拡大 と対北接触や 経済協力な ど の 自

由化を求め る の に 対し て、保守的勢力と 言 わ れ る

人 々 （ハ ン ナ ラ党な ど） は 、まず政府の 行為に つ

い て 法の 規制が 及 ぶ よ うに し、重要事項 に 対 して

は 国会 の 同意を必 要とする体制に持っ て い きた い

と 考 え る こ と が多 い ようで ある。

　韓国は こ れ まで 政府の 恣意的な権力行使を防 ぐ

ため の 内発的で激 しい 民主化運動を経て きた 。 こ

の 民主化運動の プ ロ セ ス の 中で 、 行政府を法に よ

っ て規制する とい うこ と は 、 民主化運動を行 っ て

きた 、
い わ ゆ る進歩的勢力に よ っ てむ しろ主張 さ

れ て きた と い えよう。 しか し、南北交流協力 に お

い て は 、 進歩的勢力が、政府が フ リ
ー

ハ ン ドで 対

北政 策を推進で きる状 況 を選好 し、保守的勢力が

政府 の 恣意的な権力行使 に 反対する立法を推進す

る とい う状況 に な っ て い る。こ れ は大変興味深 い

現象で あ る 。

　韓国 の 今後の 南北交流協力 に関す る法的規制 を

考えた とき、議論が行われ て 行 くで あ ろ う項目は、

（1）南北 関係 の 法 による定義、（2）対北関係に お け

る政 府の 行為を規 定する法制度の 必要性、（3）南

北 間で の合意事項の 国内法で の履行の ため の 法制

度 の 必要性、（4）対北接触の 自由化、（5）国家保安

法 の 適用 と関連す る 基本的人権と国家安全保障と

の バ ラ ン ス 、な どで あろ う。こ の うち （1）に つ い

て は、憲法規定との 整合性が問題に なる で あろ う

し、現在の 憲法裁判所の 立場で は 、 憲法の 解釈問

題 として捉える 方が よ い と考えられ て い る よ うで

ある 。 （2）に つ い て は 、 政府が 全 く法の 枠 の 外 で

対北事業を行うこ とに は 問題 が 多 い こ と か ら 、 法

規定を作る こ とが 望ましい だろうが 、 南北交流協

力に お け る 政府 の 役割につ い ての 議論 をともな う

こ と から 、 短期間内には解決が難 しい 問題 で あ る 。

また、（3）につ い て は、朝鮮 に おけ る 法執行の不

明確性 の 問題があ る ため、相互主義的観点か ら南

北 で 同 じ程度に拘束力を持 た せ る方が よい とい う
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考え方が提起 され る で あろ う。 （4）に つ い て は 、

2005年 5 月 に事前 の 届出制とい う形で 接触が大幅

に 自由化 された。しか し、事前 の 届 出 とい う要件

が あ る た め に、政治的な理由 で 対北接触 をしよう

とする 人 々 に対 して は
一

定 の抑止力を与え る 内容

に な っ て い る。ま た、訪問 に つ い て は、数次訪問

許 叮証 の 発給が 追加さ れ 、相互 訪問の 手続は 相当

簡素化 され た 。 （5）に つ い て は 、2005年 7 月末現

在、与 党幹部 が こ の 問題 を 「宿願」と 表現 す る な

ど、与党 の 中で は廃止 に 対す る 願望が強 い よ うで

ある が 、国家保安法の 完全廃止 は究極的 に は朝鮮

労働党を韓国に お い て 認め る か どうか の 問題 とな

る た め、相当大きな議論を巻 き起 こ すで あろ う。

　以上 の 問題を考慮する と、今後韓国に おける南

北交流協力関連の法規制の方向と して は 、特に政

府 の 行為を法の 枠内に収め る こ と と 、 交流協力事

業 に関連する手続 の 簡素化お よ び 対北接触 の 段階

的 自由化 が行 われ て い く こ とに なる と考え られ

る 。 ただし、自由化の 問題 は、国家保安法 の 存続

とも関連する た め、意見の 差異は政府の行為に対

する法の支配の確立 よ りも難 しい と考えられ る 。

　今回 の論文で は、韓国国会に提出 された議案を

もとに分析を行 っ た が 、 韓国に おける こ の種の議

論の 方向性を完全 に お さえる た め に は 、国会審議

の議事録の 解析 と、 関係者 へ の イン タ ビュ
ーが 不

可欠で あ る 。 した が っ て 、 本論文の結論は、現時

点で の 暫定的な もの で ある 。 今後 、 前述 し た方向

で さ らな る研究を行 い 、 韓国 に お け る南北交流協

力 に関す る議論 の 全容を明 らか に して い きた い 。

12

3

4

尸
D

『韓 国統 計年鑑 』 （韓 国） 統 計庁 2001、49ペ ー
ジ。

韓 国 で は、朝 鮮 との 貿易 は、国家間 の 貿易 で は な い と

の 立 場 か ら、「交 易」 と呼ん で い る

韓 国 統
一

部 「月刊 交 流 協力動 向」ペ ー
ジ 所蔵の 資料

［http：〃 www ．unikorea ．go．kr／kr／し1nitrend ／unitrend −

monthly ．php ］

同上

1972年 5 月 に韓 国の 中央 情 報部 （KCIA ） 長 の 李 厚洛

南北 関係の 変化 と南 北 交流 協力の 法的規制　35

　 が 秘密 裏に 平壌 を訪問 し、朝鮮の 朴成哲第二 副首相が

　 同 じく秘密 裏に ソ ウ ル を訪 問 し会 談 を行 っ た。

6　 当時、南北 間 で こ の よ うな画 期的 な合 意 を導き出す こ

　　とが で きたの は、1972年 2 月の 米中間の 国交正 常化に

　 代表され る 国際的な緊張緩和の た め で ある と言 え よう。

7　た だ し、こ の 宣言 は政 府当局者 間 の 秘 密会談 で行 わ れ、

　 国 民的 な合 意 を経 た もの で はなか っ た こ とに 留 意す る

　 必 要 が あろ う。韓 国側 の 当事者 は、「維新体制」 を支

　 えたKCIA の 部 長で あ り、後 に 朴正 煕 大統 領 を暗殺 す

　 る こ とに な る 人物 で あ る。

8　 そ の 他、多数の 実務接触や分科 会 が 開かれ た 。

9　 こ の 合 意書 で は 「資 源の 共 同開発、民族 内 部交 流 と し

　 て の 物 資交 流、合作投 資な ど経 済交流 と協力 」や 「科

　 学、技術、教育、文学、芸術、保健、体育、環境 と 新

　 聞 ・ラ ジ オ ・テ レ ビ お よ び 出 版 物 を は じめ 出 版 ・報 道

　 な ど さ まざまな分野 で 交流 と協 力」 の 実 施 を規 定 して

　 い る

1G　 「2004統一
白書 』 （韓 国）統一

省2004、144〜146ペ ー

　 ジ。た だ し、こ れ らは韓国政府が 許可 した件 数、金 額

　 で あ っ て、実際の投資金 額は は る か に少なく、ほ とん

　 ど の 投 資 は 失敗 した と言 っ て も過 言で は な い 。

U 同上 　 180ペ ージ。

12 同上　181ペ ージ。た だ し、南 北 の 直航 航路 の 運 賃 は

　 非常 に 高く、コ ン テ ナ あた りの 輸送 コ ス トは しば しば

　 ヨ
ー

ロ ッ パ 向け の そ れ を上 回 る 。 物流 コ ス トが大きな

　 負担 にな っ て い る こ とに留意す る 必 要が あ る 。

13 同上 　46ペ ージ。南北 会談 の 頻 度 は、南 北首 脳 会談以

　 降、急速 に増 加 して い る。1998年 に は 2 回、99年 には

　 　5 回 で あ っ た南北 会談 は、2000年 に は26回、0ユ年 には

　　8 回、02年に は 33回、03年に は38回 となっ て い る。

14 朝鮮半島全体が 自国 の 領土 と して 定義 され て い る 点

　 は、朝鮮 民主主義人民 共和国社会主義憲法で も同 じで

　 あ る。

15 朝鮮 憲 法 で も第 9 条 に 「朝 鮮 民主 主 義 人民 共和 国は、

　 北 半 部 に お い て 人民 政 権 を強化 し、思 想、技術、文化

　 の 3 大革 命 を力 強 く繰 り広 げ、社会 主義 の 完 全 な勝利

　 を成 し遂げ、自主、平和統
一、民族大 団結 の 原則 か ら

　 祖 国統
一

を実現 する た め に 戦う。」 と1972年の 南北共

　 同声明 での 統
一一
源 則 を規定 してい る 。 また、韓 国憲法

16

が 「自由民主 的基 本秩 序」 を強 調 して い る の と対 照的

に、「社 会主 義の 完 全 な 勝利 」 を規 定 して い る。

（7）〜 （IG） に は、「国家 の 存 位 ・安 全 又 は 自由民主

的 基 本 秩 序 を危 う くす る とい う情 を知 っ て 」 とい う制

限 が付い て い る が、こ れ まで の 国家保安法の 運用や 、

国家 保安法違反 で検挙 され る こ との法外＝社会的なダ

メ
ージを考 え る と、その 威 圧力 は相 当に大 きい とい わ

ざ る を得 ない 。

17 盧武 鉉政 権下 で は、国家保安法の 廃 止が た びた び議論
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　 　されて い る だ け でな く、2005年 7 月31卜．［に は開か れ た

　 　ウ リ党の イ ・ウ ニ ョ ン 第 ］政策 調整 委 員長 （人物 情報

　　Cま　i．http：／〆people ．naver ，corn ／search 〆peoP ［e−detail．

　 nhn ？id≡517tt］ で 入 手 で きる ） が ブ リ
ー

フ ィ ン グ で 国

　　家保安 法 の 廃 ［ヒを 「我 々 の 宿願 課題 」と 語 る な ど、国

　　家保安法廃止 に 対 す る 与党 の 意 欲 は か な り高 い とい え

　　る 。 これ は ウ リ党 に 学生 運動 を行 い 国家保 安法 違 反で

　 検挙 され た経験 の あ る議員が 少な くない こ と も大きな

　 理 由 と い え よ う，、（ブ リ
ー

フ ィ ン グ 資 料 は

　　Lhttp；〃 www ．eparty ．or．krlpressct ，’breifing／content ．a

　 sp ？grp ；pressct＆board＝presscLbreifing ＆num ≡3974

　 ＆page≡2］ で 入手 で きる。）

18 許可 とい うの は一般 的に 禁止 されて い る こ とを許され

　　る と言うこ とを意味する の で、許 凵∫が い る項 目 を許 可

　　な しで 行うと、違法状態に な る 。

192005 年 5 月31H の 改正で 、訪 問証 明書 の 種類 が 1 回の

　 み 有効 の もの と、複 数 回使 用 可 能 な もの の 2通 りに 分

　 類 され、後 者 を所持 す る 人 の 場合、2 回 目以 降 の 訪 問

　　に 際 して は、事後 の届 出 をす れ ば よ い こ と に な っ た、、

20　「南北 交流協力に 関する法律」第 9 条 の 2 第 2項 の 規

　 定 に よれ ば、「南北 交流 ・協 力 を 阻害 し、又 は 国家安

　 全保 障 ・秩 序維 持若 し くは公 共の 福 祉 に 反す る 場合 に

　 の み届 出 の 受 理 を拒 否 す る こ とで きる」 と し て お り、

　 事前 の 届 出 を必 要 とす る もの の、許可 制の 時代 とは 大

　 　き く異 な る状 況 に な っ て い る。

21 統
一一
省 1

．
南北 協 力基金 統計 』2004．4．30

　　「http：〃 www ．unikerea ．go．kr／datafkbnO204fOOO341／

　　attach ！kbne204＿341A．pdf］

22 これ まで に 朝鮮半島エ ネル ギ
ー

開発機構 （KEDO ） に

　 対す る 費用 も南北協 力 基 金 か ら支 出 して お り、そ の ほ

　 　とん ど は 公 債 に よ る 借 入金 で あ っ た た め、利子 の 支払

　 い が 増加 し て い る。

23 原文 は 「http：〃 search ．assembly ．go．kr〆bilレdoc−10〆

　 16／pdf ／160217丿 0，HWP ．PDF ］で 入 手で きる 。

24 原文 は ［http：〃 search ．assernbly 、go．krfbitlldoc −10／

　 16fpdffl60555−10．HWPPDF 」 で 入 手 で きる。

25 原 文 は ［http ：ff
’
search ．assembly ．go ．kr／bill／doc−IOI

　 16f
’
pdf／161148 ＿IO．HWP ．PDF ］ で 入 手で きる。

26 原 文 は Lhttp；1／search ，assembly ．go ．kr〆bill／doc−IG／

　 16／pdf／162270−10．HWP ．PDF 〕で 入手で きる。

27 原 文 は Lhttp：！／search ，assembly ．go．kr〆bltVdoc−3G／16

　 ／pdf ／162270−30．HWPPDF ］で 入 手で きる 。

28 例え ばhttp：〃 www ．uriminzokkiri ．com ／で は、朝 鮮 の

　 各種 出 版物 や チ ュ チ ェ 思想 の 講義 な ど の 電 子版 を 容 易

　 に 入手 す る こ とが で き る。現行 法 上、こ の よ うなサ イ

　 　トに ア クセ ス す るに は、統
．・

省長 官の 承 認が 必 要で あ

　 る が、こ の 法 案が 可 決 されれ ば、政 治的 目的 で はな く、

　 学術 研 究 目的で あ れ ば、こ の よ うなサ イ トを閲覧 し、

　 　情 報 を収集 す るこ とが届 出 のみ で 行 え る よ うに な る。

29 原 文 は ［http：／〆search ．assembly ．go．kr〆billfdoc＿10f16

　　fpdf／162934＿1DO、HWP ．PDF ］で 入手で きる 。

30 原 文は ［http；・7search．assembly 、go．kr〆bilレdoc−10／17

　 　！pdff
’
170061 ＿100．HWP ．PDF ］ で 入 手 で きる。

31 原 文 は ［http；／，・
’
search ．assembly ，go，krfbilレdoc＿10／17

　　／pdf ！170132−100．HWP ，PDF1 で 入 手で きる 。

32原 文は ［http：f
’fsearch．assembly ．go ．krfbitl／doc−lO／l7

　 ／

’
pdf ／170197mlOO．HWP ．PDF ］ で 入 手 で きる、、

33 原 文 は ［http：k’search ，assembly ．go．krfbill！doc＿10／17

　　〆pdf 〆170422−100．HWP 、PDF ］で 入 手で き る。

34 原 文 は ［http：〃 search ．assembly ．go，kr／bilレdoc＿ユ0／17

　 ／pdf／170636−100．HWP ．PDFI で入 手 で きる。

35 原 文 は ［http：〃 search ．assembly ．go ．kr／bilレdoc＿1D／ユ7

　 ／pdf〆170678−100．HWP ．PDF ］ で 入 手で きる。

36 原 文 は ［http：／
’
／search ．assembly ．go ．kr／bill／dec＿10f ユ7

　 fpdfA70886710G．HWP ．PDF ］ で 入 手で きる。

37 原文 は ［http：f7search ，assembly ，go ．kr／bilレdoc＿10／17

　 〆pdf〆17ユ749＿100．HWP ．PDF ］ で 入 手で きる。

38 原文 は ［http：〃 search ．assembly ．go ．kr／billfdoe＿IOI16

　 fpdf〆160556−10HWP ．PDF ］で 入手で きる 。

39 原文は ［http：〃 search ．assembly ．go．kr／biUVdocmlOfl6

　 fpdf ／ユ61147 −10．HWP ．PDF ］ で 入手 で きる。

40 原文 は ［http：！！search ，assembly ，go．kr／bilレdoc＿30／16

　 f
’
pdf 〆16H47 ＿30．HWP ．PDF ］で 入手で きる 原文は

　　［http：〃 search ．assembly ．go．kr／bilVdoc−IO／16／pdf／16

　 2236−10．HWP ．PDF ］で 入手 で きる 。

4ユ 原文は ［http；ffsearch ．assembly ．go．krfbill〆doc．．10／17

　 fpdf 〆170641＿IOO．HWPPDF 」 で 入手 で きる。

42 原文 は ［http：／fsearch．assembly ．go．krfbill／doc＿10f17

　 ／pdf／171391−100．HWP ．PDF ］で 入 手で き る。

43 原 文は ［http：／／search ．assembly ．go．krfbill／doc＿10／16

　 ／pdf／162236＿10．HWP ．PDF ］ で入 手 で きる 。

44 原 文 は ［http；〃 search ．assembly ．go．krfbilレdoc＿30f16

　 fpClf／162236−30．HWP ．PDF ］ で 入 手 で き る。

45 統一
省 『南北 協力基金 統計．！2004．4．30 （注21）4 ペ ー

　 　ジ。

46 同 上 　6ペ ー
ジ。

47 同上 　14 ペ
ー

ジ 。

48 韓 国が ブ ロ ードバ ン ドイ ン ターネ ッ ト普 及率世 界．一
の

　　イ ン ターネ ッ ト国家 で あ る とい う事情、そ して 韓国の

　　イ ン タ
ーネ ッ ト熱 を支 え て い る の が 、朝鮮戦 争を知 ら

　 な い 若 い 世 代で あ る こ と も考慮す る 必要 が あろ う．

（2004年 7 月22日 投稿受理）

N 工工
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   Since the summit  talk in  June 2000, the

interaction between  governments  of both

Koreas has dramatically activated.  Commercial

relations  mainly  processing deal trade have also

sprouted.  Promotion of North-South interaction

now  became  a  basic policy of the Republic of

Korea (hereafter referred  as the ROK),

   While the situation  changed  dramatically,

the control  of the relations  by law in the ROK

has not  changed  as the situation  did There  sti11

exists  
"National

 Security Law", which  was  once

"Anti-Communism
 Law," The  laws on  North-

South interaction do not  have  clauses  on

exertion  of  power  by the government.

    Transition of  North-South Relationship
and  its control  by law in the Republic of  Korea

  MIMURA  Mitsuhiro (Economic Research  Institute for Northeast Asia EERINAI)

   Last  few  years,  there  were  several  bills

presented  to ease  the regulation  on  contact  with

citizens  of the Democratic Peoplens Republic of

Korea  (hereafter referred  as  the  DPRK),

organizations,  etc.  There  was  also  a bill to

establish  legal status  of  the DPRK  and  North-

South interactions, They  were  all rejeeted  due

to the  end  of  tenure  of  the  National Diet,

However. in the society  in the ROK,  the need  to

establish  a law to control  the governmentJs

action  or  to ease  the contactlencounter  with  the

citizen  of  the  DPRK  especially  for business

reasons  has been gradually  infiltrated.


